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おおさか掲示板

子育て世帯を応援します
大阪市では、すべての家庭が安心して子育てでき、子どもが笑顔で成長していけるよう、今年4月にスタートした
「子ども・子育て支援新制度」に基づき、保育の場を増やすとともに、さまざまな子育て支援施策を進めています。

来年度の幼稚園児を募集します
 対象 3歳児～5歳児（平成22年4月2日～平成25年4月1日生まれ）

市立幼稚園では、3歳児募集は一部の園で行います。また私立幼稚園・認定こども園では、平成28年度中に
満3歳となる幼児（平成25年4月2日～平成26年4月1日生まれ）の募集も一部の園で行います。

期間 市立幼稚園　願書交付 10月1日～10月9日〈受け付け 10月15日まで〉
私立幼稚園　願書交付　9月1日以降〈受け付け 10月1日以降〉
認定こども園（保育を必要としない場合）　各園にお問い合わせください。

 場所  各幼稚園、認定こども園（保育を必要としない場合）
 問い合わせ こども青少年局保育企画課（幼稚園企画）　 6208-8085 6202-6963
※市立幼稚園の民営化の検討状況については、ホームページをご覧ください。
※保育所、認定こども園（保育を必要とする場合）、地域型保育事業の利用募集については、それぞれの区で行って
おりますので、区情報掲載面をご覧ください。

小学校就学前の教育・保育にかかる施設等
●幼稚園（対象3～5歳）　幼児期の教育を行う施設。
●保育所（対象0～5歳）　就労などにより家庭で保育できない保護者に代わって保育する施設。
●認定こども園（対象0～5歳）　教育と保育を一体的に行い、地域の子育て支援も行う施設。
●地域型保育事業（対象0～2歳） 少人数（19人以下）を対象に、きめ細かな保育を行う事業。

 問い合わせ
■幼稚園に関すること　
こども青少年局保育企画課（幼稚園企画）
6208-8085　 6202-6963

■保育所・認定こども園・地域型保育事業に関すること
こども青少年局保育企画課（支給認定）　
6208-8037　 6202-6963

これらの施設などを利用するための手続き
幼稚園、認定こども園（保育を必要としない場合）
園に利用申し込み。内定後に園を通じて教育標準時間認定申請。
※新制度に移行していない私立幼稚園については、認定申請は
不要です。

保育所、認定こども園（保育を必要とする場合）、地域型保育事業
区役所に保育認定申請および利用申し込み（同時でも可能）。
ただし、区によっては保育所等を通じて手続きいただく場合もあり。

子育て　もしものときは…
こども医療費助成
　15歳（中学校修了）までの子どもが病院などで受診した場合、保険診療が適用された医療費の自己負担の一部
などを助成。平成27年11月診療分から、保護者の所得制限額を児童手当と同額まで緩和するとともに、12歳（小学
校修了）までの所得制限をなくします。
　また、これにあわせて、入院した際の食事療養費の自己負担に対する助成は、平成27年10月診療分をもって廃止
します。
 問い合わせ こども青少年局こども家庭課（医療助成）　 6208-7971　 6202-4156
病児・病後児保育
　子どもが病気または病気の回復期で保育所などに通えず、家庭での保育も困難な場合に、回復するまでの数日間、

育保で宅自ご（。すまりな異りよに設施は齢年象対。すまし育保で宅自ごはたま）どな関機療医・所育保（設施施実
する「訪問型病児保育モデル事業」は現在9区で実施しています）
子どものショートステイ・一時預かり
　保護者の病気や仕事などで保育困難な場合、小学校入学前の子どもを一時的に、宿泊を伴う形で（乳児院など）、
または昼間（保育所など）に預かります。
 問い合わせ こども青少年局管理課（子育て支援）　 6208-8111　 6202-6963
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